
 

ご注意：この文書は、当社普通株式の上場市場の変更に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作

成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書（及び訂正事項分）をご覧頂いた

上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 
    また、この文書は、米国における証券の募集又は売出しを構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて

証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。

当社の証券については、1933 年米国証券法に基づいて登録を行っておりません。 
    この文書の米国内での配布は禁止されています。 
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東京証券取引所における上場市場の変更に関するお知らせ 
 

 

当社株式は東京証券取引所マザーズに上場しておりますが、本日、株式会社東京証券取引所の承認を受け、

平成17年９月21日に東京証券取引所市場第一部または市場第二部へ市場変更することとなりました。 

 

なお、所属部につきましては現在未定ですが、株式会社東京証券取引所の決定を受けて、売出価格決定日

（平成17年９月６日から９日までの間のいずれかの日）以降にお知らせする予定です。 

 

 

（ご参考） 

株式会社東京証券取引所は、同社が定める「上場株券の市場第一部銘柄指定基準の取扱い」１．第２条（指

定の特例）関係（２）ｂおよび（４）ｂ（a）に基づき、売出価格決定日に決定される売出価格、または売

出価格決定日までの１か月間における当社株式の最低価格のいずれか低い価格により算出される時価総額が

40億円以上の場合には所属部を市場第一部と決定し、40億円未満の場合には市場第二部と決定する予定です。 

 

 

以上 

 

 

【お問合せ先】 
マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社 
CEO室 広報・IR担当 金井 電話03-6212-3750 

 


